
 
令 和 ８ 年

 
６ 月 号

 

鹿 沼 警 察 署 　 ０ ２ ８ ９ － ６ ２ － ０ １ １ ０  

西 沢 駐在所　０ ２ ８ ９ － ７ ７ － ２ ３ ４ ０  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急増する若者の大麻 乱用  

 

 

 

　 　 令 和 ６ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 よ り 、 大 麻 の 規 　

　 制 に 関 す る 改 正 法 が 施 行 さ れ 、 大 麻 が 　

　 麻 薬 と 位 置 づ け ら れ た こ と に よ り 、 大 麻  

　 の 施 用 も 規 制 さ れ る こ と と な り ま し た 。  

  

 

　 　 薬 物 に 関 わ れ ば 、 人 生 は 壊 れ て し ま い  

　 ま す 。 　  

　 　 薬 物 乱 用 の な い 社 会 を 作 り ま し ょ う 。

～大麻の規制法律改正について～

                                                                          

○　不法滞在者（不法入国者、不

　法残留者）が働いてお金を稼ぐ

　こと。 

○　働くことが認められていない

　在留資格の外国人が、許可なく

　働いてお金を稼ぐこと。


